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はじめに 
 
 原子力発電は、もし深刻な事故が発生した場合、他の発電施設と比較にならない被害を

もたらす危険な技術である。原子力市民委員会が2014年4月に発表した『原発ゼロ社会へ

の道－市民がつくる脱原子力政策大綱』（第４章冒頭）は、そうした原子力発電の技術と

しての特異な性質をふまえて安全規制を行わねばならないと提言し、その基本原則として

次の４項目を示している。 
 
（１）原発は、不可避的に、広範な放射能汚染をともなう大事故（過酷事故）を起こす危

険を抱えている。この点において、原発をほかの技術と同じように考えてはならない。 
（２）原発に関する規制基準は、政治的・経済的判断抜きに、安全性を唯一の判断基準と

して作成されるべきである。規制は、その時点で技術的に可能なすべての対策を取ること

でなければならない。 
（３）原発では、想定される事故の規模があまりに甚大であるから、きわめて厳格な規制

基準が必要である。過酷事故の被害は取り返しがつかないので、確率を使ったリスク評価

で原発の安全性（危険性）を論じてはならない。 
（４）電力会社や原子力規制当局への信頼がなければ、「安全」も「安心」も実現できな

い。信用されない電力会社や原子力規制委員会・原子力規制庁という組織のもとでの再稼

働は論外である。 
 
 以上の基本原則を踏まえて、原子力規制委員会の審査書決定により原発の安全性は保証

されない理由について説明し、審査書決定をもってしても再稼働を認めることは正当化で

きないことを明らかにしたい。 
 
 
１．規制基準により原発の安全性が保証されない理由 
 
 そもそも規制基準とは、何のためにあるのか。それは社会が受入れ可能なレベルまで、
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規制対象となる技術システムによる事故被害リスクを、低減させるための基準である。深

刻な原発過酷事故は起こりうるということを認めつつ、それでも原発の稼働を認めるとい

う前提に立っている。過酷事故発生を前提としているからこそ、原子力防災のための法令

体系が整備されている。そして現実に福島原発事故という深刻な過酷事故が発生したのを

契機として、原子力防災体制が強化された。 
 

だがドイツの「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」(2011年)は、（１）日本の

ようなハイテク国家において深刻な原発過酷事故が生じた、（２）原発過酷事故の損害規

模は際限がない、（３）想定以上の事態に耐える原子炉を設計できない、という３つの点

を考慮して脱原発を勧告した。つまり規制基準をいくら強化しても、取り返しのつかない

被害を及ぼす原発過酷事故を防ぎ得ないという認識に立って、脱原発を勧告した。福島原

発事故を真摯に受けとめた政策判断とはそういうものであるべきである。 
 
しかもどのくらい規制基準を強化すれば、原発過酷事故リスクをどのくらい低減できる

かについて、信頼に足る評価自体が確立していない。原子力規制委員会は安全目標として、

セシウム137の放出量が福島原発事故の100分の1に相当するとされる100テラベクレル

（100兆ベクレル）を超える事故を起こす確率を100万炉年に1回程度を超えないようにす

るという目標を掲げたが、それは実証的な証拠によって担保されておらず、確率論的リス

ク評価(PRA)を安全規制上の要件にもしていない。しかも、この目標値は、実績値との落

差がいちじるしく大きい。世界の原子力発電の運転積算実績値をみると、2013年末でおよ

そ1万6000炉年であるが、その間に、スリーマイル、チェルノブィリ、福島第一と3回、5
つの原子炉で過酷事故を起こしている。これは3200炉年に1回の事故確率に相当する。現

在、世界中でおよそ430基の原発が運転されていることを考えると、７年後には、またも

や、世界のどこかで同レベルの大事故が起こってもおかしくないという驚くべき高頻度で

ある。さらに、安全目標の設定に関して、公での議論をまったく経ていない点は問題であ

る。 
  
 このように規制基準をクリアした原発といえども安全性を保証されておらず、またその

危険度についても信頼に足る証拠が不足している。今回の審査書が、安全確認の「事実上

の合格証」であるかのような発言を、安倍首相をはじめ政府幹部が繰り返しており、また

その言い分を認めるかのような報道も見られるが、原子力規制委員会が安全を保証してい

るわけではない。原子力規制委員会の田中俊一委員長自身が、「規制委員会は適合性審査

を行うだけで、安全を保証するものでない」と正しく指摘している。 
 
 以上のような規制基準の本質を考えるならば、原子力規制委員会の新規制基準が不適切

であることを科学的・技術的観点から論証することができなければ、再稼働に反対する資

格はない、などということはあり得ない。原子力規制委員会が安全を保証していないのだ

から、そのような施設の再稼働を受け入れる必要はないのだ。 
首相や大臣が何を言おうが、そうした人々には原発の安全性に関して判断する能力も権

限もない。法律の上では誰が安全の判断の責任を負うかが決められておらず、再稼働への
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ゴーサインは結局事業者の判断とされ、安全性が第三者の検証によって担保されていない

という由々しき状況がある。 
 

ここで新規制基準の設定とその運用における歪みについて、より深く具体的に考えてみ

ることは有意義である。原子力規制委員会が定めた新規制基準は、事故対策組織を形式的

に整備してハードウェアの追加工事といった部分的改善を、実施不可能なほどのコストを

かけずに行えば、全ての既設原発が合格できるよう注意深く設計されたものであり、その

意味で本質的に甘い規制基準である。したがってそれをクリアしても原発の安全性は保証

されない。 
安全の保証が出来ない原発に規制基準をクリアさせてしまうためのテクニックはいろい

ろあるが、代表的なのは次の10種類の技法である。これらのほとんど「詐術」といえる不

適切な技法を組み合わせて、原子力規制委員会は川内原発１・２号機が新基準に適合する

との決定をくだしたのである。 
 
第１の技法は、福島原発事故の事故原因について深く追究しないことである。規制委員

会は、事故原因を徹底的に分析し、その知見を規制基準策定に活かすことをせず、地震・

津波・過酷事故に関する表面的な教訓を抽出すれば十分としている。よく調べずに即断す

るのはよくないが、とくに原発のような法外な破壊力を秘める技術の場合には許されない。 
第２の技法は、遵守すれば不合格の判定を下すことが必至の要件を、規制基準の中から

全て取り除いてしまうことである。その最も代表的なケースは立地審査指針の廃止である

（これについては声明１でも述べた）。また海外の新型原子炉では標準装備となっている

設備についても、それを装備するのに巨額の費用と長い期間を要することをおそれて、不

要としている。最近のヨーロッパの原発の標準設計が、コアキャッチャーや航空機落下に

備えた二重ドームを備えていることなどからしても、「世界最高水準」という評価は、自

画自賛が過ぎる。実態としては、原発設備の本体部分は既設の設備のままで、重大事故対

応の可搬式設備を付け加えて、安全性を強化したといっているに過ぎない。 
第３の技法は、規制基準に加えるべき事項について、その整備が間に合わないという理

由で規制基準への組み込みを遅らせることである。故意による航空機の衝突および武装攻

撃・破壊工作への対策が具体化されていない。また規制基準の適用対象を、原子炉施設内

のみに絞っていることも問題である。原子炉施設外の設備や防災対策などについても、原

子力規制委員会が原子力利用の安全確保を一元的に司る以上、必要に応じて規制基準を設

けて審査すべきである。周辺地域の防災・避難計画はそれに該当する。 
第４の技法は、規制基準を満たしていない施設についても、一定の期限内に整備すれば

よしとすることである。たとえば「重大事故対処設備」である加圧水型軽水炉のフィルタ

ー付ベント装置の設置に５年猶予を認めている。 
第５の技法は、原発の規制にかかわる情報の開示を制限することである。たとえば適合

性審査で規制委員会が公開する審査資料には、商業機密を理由にした白抜き、黒塗りの箇

所が多々あり、国民に対する説明責任が徹底されていない。 
第６の技法は、規制基準をできるだけ甘くすることである。外見上は理に適った基準で

あるように見せかけつつ、実際には事業者にとって許容できる範囲内のコストでクリアで
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きるような基準とするのである。たとえば重要度分類指針が改訂されておらず、原子炉施

設の周縁部の設備・機器の耐震基準は甘いままである。 
 第７の技法は、規制基準の適用に際して、その評価を事業者にゆだねることである。規

制委員会は事業者による原子炉施設やその立地条件に関する評価をそのまま受入れ、規制

委員会自身による厳しいチェックを行ったり、規制委員会自身による独自評価を行ったり

していない。たとえば基準地震動の決定について事業者に丸投げしている。また重大事故

対策のシナリオを事業者の策定に求めている。 
第８の技法は、本来適用すべき評価手法を、しっかり適用せずにごまかすことである。

たとえば過酷事故対策の評価において、クロスチェック解析を行っていない。 
第９の技法は、規制基準自体を抽象的な表現にとどめ、科学的・技術的にシロともクロ

とも明瞭には判断ができない領域を広げておき、柔軟な解釈ができる余地をできるだけ多

く残しておくことである。たとえば火山噴火対策については、噴火の前兆現象をとらえる

ことができるという仮定を前提とした「火山影響評価ガイド」を作るにとどめ、実効性あ

る指針を設けていない。 
第10の技法は、適合性審査において実質的な審査をせず、そのあとの工事計画認可、保

安規定認可に丸投げすることである。設置変更許可申請への審査だけでは、実質的な検証

ができない。したがって規制基準をクリアしているかどうかも不確定である。 
 
 今までみてきたように、規制基準というものは本質的に原発過酷事故を防ぎ得ないもの

であることに加え、原子力規制委員会が定めた新規制基準とその運用には、上述の１０種

類の不適切な技法に代表されるようなさまざまのテクニックを駆使して手心が加えられて

おり、非常に不十分なものである。 
ここでもうひとつ強調すべきは、規制基準が原子炉施設のみを対象としていることであ

る。つまり確実に機能する危機管理システム（指揮管制通信システム）の整備や、確実に

機能する防災・避難計画の策定が、原子力規制委員会の規制要件となっていないことであ

る。これでは、過酷事故が起きた場合に、広範囲の周辺住民に重大な被害が及ぶことを防

止することは覚束ない。 
 まとめると、原子力規制委員会の適合性審査に合格したからといって、川内原発１・２

号機は、（１）規制基準の本質、（２）規制基準の実際の設定と運用、（３）危機管理シ

ステムや防災・避難計画の整備、の３点において、安全を保証しているとは言い難い。 
 
 
２．規制基準とその運用における欠陥（例示） 
 
 今まで、原子力規制委員会の審査書決定により原発の安全性は保証されない理由につい

て、体系的な枠組を立てて整理してみた。この枠組のなかに個々の個別的問題を収めてい

けば、際限なくページ数を増やしていくことになるので、この声明では文章が長大化する

のを避けるため、５つの例示を行うにとどめたい。読者はぜひこの枠組を活用して、多く

の個別的問題について考察を進めて頂きたい。そうした作業の要領を示すために、以下５

項目に限って、今回の審査書決定について検討を加えてみた。各々について別紙1で、よ
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り詳しい説明をつけたので参照して頂きたい。 
 

第１に、設置変更許可申請の位置付けが中途半端である。川内原発の安全審査としては、

今回の設置変更許可とともに、工事計画認可、保安規定認可の審査が一体として行われる

べきである。設置変更許可申請への審査だけでは、実質的な検証ができない。今後、工事

計画認可、保安規定認可の評価とあわせて、再度、パブリック・コメント等のかたちで、

第三者が意見を述べる機会を設けるべきである。（前記の技法10と関連） 
 

第２に、技術審査に重大な不備がある。すなわち審査の過程で、科学的・技術的に厳正

な審査を行うという姿勢が欠けている。もっとも典型的な問題のひとつは、過酷事故対策

の評価においてクロスチェック解析を行っていない点である。川内原発設置許可申請書に

係る新規制基準適合性審査においては、過酷事故の検討を加えたことは進歩であるが、ま

ず格納容器破損を防止することを求め、それに沿ったシナリオを作るような、辻褄合わせ

と見える審査結果になっている。旧原子力安全・保安院および旧原子力安全委員会におい

ては、それぞれ抜き取り的にクロスチェック解析を行って、事業者の評価結果の妥当性を

厳正に検証する審査方法が定着していた。過酷事故の現象推移はきわめて複雑であり、そ

れをシミュレーションする解析コードには大きな不確かさが伴っていることは、この分野

ではよく知られているからである。その意味で、原子力規制委員会の姿勢は後退したとす

ら考えられる。（前記の技法８と関連） 
 

第３に、自然災害に対する安全性に関する評価が不十分である。とりわけ火山の噴火予

測に関する懸念が、最近になって高まってきた状況への対処が不十分である。この間、火

山の専門家たちは、原子力規制委員会自らが策定した火山影響評価ガイドに照らして、疑

義があることを指摘し続けてきた。しかし、川内原発の適合性審査会合において、火山の

専門家は一度も招聘されなかった。審査とは切り離して、8月25日および9月2日の２回、

「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する会合」が行われ、ここではじめて

火山専門家がメンバーとして招聘された。２回の火山専門家の会合において、出席したす

べての専門家が、「現在の学問水準において、活動可能性が十分に低いとも言えないし、

モニタリングで有効な危険予知ができない」と言っている。かつ、日本の学会を挙げて努

力しても予知できる保証がない現象であるから、それを九州電力のみの責任に行わせるこ

とで良しとする体制は実態に合わないと指摘している。この問題は、専門家の意見を謙虚

に聞いて、大幅に安全側の対策を施すべきである。（前記の技法９と関連） 
 
 第４に、航空機衝突や武装攻撃・破壊工作への対策に関わる不備を残したまま、審査書

を承認したことは性急に過ぎる。故意による航空機衝突や武装攻撃・破壊工作対策に関す

る審査ガイドは、去る9月5日にパブリック・コメント(パブコメ)期限が過ぎたところであ

り、まだ施行されていない。しかもその案には不備が多い。一方、川内原発の審査書では、

この問題はその時に備えて手順書を作る、というのみで、ヨーロッパのように、格納容器

を2重屋根にするなどの設備上の改善は求めていない。（前記の技法３と関連） 
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 第５に、防災・避難計画が自治体に丸投げされており、原子力規制委員会の責任が免除

されている。原発過酷事故を想定した防災計画・避難計画については、鹿児島県および原

発周辺市町村が作成しているが、実現性が乏しく、再稼働のためのつじつま合わせの域を

出ていない。複合災害について実質的には検討されておらず、放射性物質の拡散予測等も

行われていない。要支援者については、避難計画すら、限定的にしか整備されていないの

が現状である。 
 内閣府の原子力防災会議は9月12日、避難計画などの緊急対応策が「具体的かつ合理

的」となっていることを確認・了承した。議事録等は未だ開示されていないが、開示資料

を見る限り、具体的かつ合理的とは程遠い内容である（別紙２）。そもそも原子力防災会

議は、内閣総理大臣を議長とし、閣僚から構成される会議であり、内閣府も避難計画の

「支援」を行う立場であり、第三者的に審査を行う立場ではない。今回の「確認」はそも

そも、法令に基づくものではなく、鹿児島県の要請を受けて、国として「確認を行った」

という形を整えただけである。 
 周辺自治体は、地方自治法第１条の２にあるように、住民の福祉の増進を図ることを使

命とする。住民の安全を確保するために、原子力災害の防止や被害軽減のための行政組織

とその活動を強化するとともに、九州電力に対して、川内原発に係わる原子力安全協定の

整備・強化と、それにもとづく継続的な協議を要求することを提言する。（前記の技法３

と関連）また、原子力災害のリスクを負う自治体や住民が、再稼働にあたっての意思決定

に参加できるための法的枠組みの整備が必要である。 
 
             以 上 
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別紙１ 「声明２：原子力規制委員会が審査書を決定しても原発安全は保証されない」 
    に関する詳細説明 
 
 
１．設置変更許可申請の位置付けについて 
 
 ・新規制基準に対する適合性審査の位置づけとその実態  
 新規の原発建設と運転に係る審査手続きは、通常、次の5段階の審査および起動試験を

経なければならない。福島原発事故後に、原子力規制委員会が設置され、新規制基準が施

行されたことから、既設の原発等原子力施設がすべて再審査を受けることとなった。 
（A）設置変更許可／（B）工事計画認可／（C）保安規定認可／ 
（D）起動前検査／（E）起動試験／（F）起動後検査 
 今回の基準適合性審査は、（A）に限られているが、（B）（C）まで審査して初めて、

新規制基準への適合性の判断を下すことができる。なぜなら、（A）は設計基準を規定す

るものであり、（B）はそれに基づく設計内容を記述し、（C）はその設備を安全に運

転・保守するための管理を規定するものだからである。とくに、既設プラントにおいて

（A）の設計条件を変更した場合、（B）における設計計算の結果、大幅な改造点が発生

するはずである。 
 （A）及び（B）の九州電力の申請書には「必要な手順等を適切に整備する」と方針の

みを記載しているケースが多い。これに対して、（A）の審査書では、「対策を講じる方

針であることを確認した」として、妥当性を認めてしまっているが、技術的な安全性の確

認としては、あまりにもお粗末であり、本来あるべき規制の内実を備えていない。 
 （B）（C）に関しては、現在規制庁による事業者ヒアリングで審査が進められている

が、インターネット上に公開されている（B）の申請書には、データのブランクや黒塗り

が少なくない。国民に対して、広く、オープンな会議で審議を行い、その上で、（B）

（C）の審査書案についても、再度、パブリック・コメントを実施すべきである。 
 （A）（B）（C）の内容は、さらに専門家による徹底した検証が必要であり、旧保安

院・安全委員会のように学識者委員のＷＧ(ワーキンググループ)などで審議すべきである。

また、国会でも議論すべきである。 
 
 ・パブリック・コメント（パブコメ）の範囲とあり方  
 今回のパブコメでは「科学的・技術的意見」のみを募集したが、原発の稼働については、

広く市民の合意が必要である。本年4月に策定されたエネルギー基本計画は、原発を重要

なベースロード電源と位置づけ、再稼働を肯定し国もその推進の前面に立つとしているが、

これは市民の多数意見とかけ離れている。改めて原発ゼロの実現を明記したエネルギー政

策を策定するのが先決である。なお意見募集に際しては、防災対策なども含めた「社会

的」意見の募集も行うべきである。住民は直接の利害関係者であるから、防災対策、避難

計画の策定に意見が反映されなければならない。すなわち、パブコメが最も必要とされる

部分である。 
 わずか１か月の期間制限と字数制限をかけて、パブコメを求めるという姿勢は、国民の
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意見を尊重しないという姿勢の表れである。また、1万7千件に及ぶパブコメ意見をわずか

25日間で、机上で分類整理し、枝葉末節部分において一部反映しているが、基本的部分に

は取り入れていない。 
パブコメに寄せられた意見については、すべて公開し、基本的意見については丁寧にヒア

リングし、有識者も交えて検討すべきである。 
 
 
２．「技術審査の不備」について 
 
 ・福島原発事故を教訓にした指針類の改訂 
 福島原発事故という過酷事故を経験し、旧来の「基準地震動」「重要度分類」などが新

しい知見に適合しないことが明らかになった。したがって、それらは当然、新規制基準と

ともに改訂して、新しい設計基準として施行すべきものである。しかしながら、そのこと

は行われず、あまつさえ「立地指針」は不適用として審査が行われた。 
 たとえば、福島原発事故においては水位計が機能喪失してメルトダウンの判断を著しく

困難にした。また、主蒸気逃がし弁（SR弁）が過酷事故時に格納容器内背圧が高くなる

と働かないことがわかった。現状の「重要度分類」は、きわめて抽象的な要求しかしてい

ないが、過酷事故時に重要な機器や部品の機能を保証するように、きめ細かく改訂しなけ

れば、適切な審査指針とはなりえない。 
 
・原発の現実を直視しない審査 
 審査書のⅣ-1（P.113～247）では、様々な過酷事故シーケンスに対して、格納容器破損

を防止できるかを検証している。そして、いずれもそれが可能としている。けれども、も

っとも過酷な「大LOCA（冷却材喪失事故）+全交流電源喪失（ECCS注入失敗＋格納容器

スプレイ冷却失敗）」のケースでは原子炉圧力容器破損までに1.5時間しか時間的余裕が

なく、これでは短すぎる。人間の認識能力、組織の情報伝達・意思決定の手順、作業者の

運動能力や作業グループの対処活動の迅速さなどには自ずと限界があり、停電や施設の損

傷などの障害も付け加わるため、理想的な時間の積み上げ通りには進まないのが現実であ

る。不規則事態における人間能力や、人為ミスなどの要素をより現実的に検討すべきであ

る。福島原発事故においても、スリーマイル島でもチェルノブィリでも、事態の認識や対

処に長時間を要している。 

 格納容器内水素濃度の計算結果は、爆轟下限13％に対して10％前後の数値を示しており、

計算誤差や局所的な集中などを考慮すると、きわめて危険である。 
 保安院時代には、事業者の計算に対して、規制者が別の解析コード（プログラム）に同

一条件を入力してクロスチェック解析を行っていた。今回の過酷事故進展のシミュレーシ

ョンにおいては、事業者はMAAPという解析コードによる解析を実施している。そして、

規制委員会は「MELCORによる解析を実施しており、MAAPと同様の傾向を確認してい

る」としているが、川内原発そのものを対象としていないし、同一入力条件での比較評価

をしていない。この「同様の傾向」というような定性的な確認は、クロスチェック解析で

はない。さらに格納容器破損に係る重要事象である原子炉圧力容器外の溶融燃料・冷却材
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相互作用と溶融炉心・コンクリート相互作用についてはMELCORによる解析を除外して

いる。 
 格納容器破損時の対策として、空気中への放射性物質飛散に対しては放水砲で、汚染水

流出に対しては吸着剤、シルトフェンス、小型船舶を用意するという。放水砲はプルーム

内放射能の捕捉には無効である。汚染水対策は福島同様の地下水の連続流入が予想され、

現計画では対処不能である。 
 
 
３．「火山の噴火予測」について 
 
・専門家の意見を無視した結論 
 火山について審査書においては、「原発の運用期間中におけるVEI7以上の噴火の活動

可能性は十分低い」「運用期間中のモニタリングを行う」としている。しかしながら、2
回の火山専門家の会合において、出席したすべての専門家が、「現在の学問水準において、

活動可能性が十分に低いとも言えないし、モニタリングで有効な危険予知ができない」と

言っている。かつ、日本の学会を上げて努力しても予知できる保証がない現象であるから、

それを九州電力のみの責任に行わせることで良しとする体制は実態に合わないと指摘して

いる。 
 原子力規制委員会の「火山影響評価ガイド」では、「対応不可能な火山事象が、運用期

間中生じることが十分小さい」ことを確認した上で、「火山活動のモニタリングを行い、

兆候を把握した場合の対処方針を策定」することになっているが、前者については前提が

崩れ、後者については実施不可能である。 

 この度の審査書は、専門家の意見を無視して、強引に承認の結論を急いだ、学問的な論

理を無視したものである。 
 
 
４．故意による航空機の衝突や武装攻撃・破壊工作対策について 
 
・航空機衝突などへの対策は未検討 

原子力規制委員会は、去る9月17日に、「実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処

施設に関する審査ガイド」および「実用発電用原子炉に係る航空機衝突影響評価に関する

審査ガイド」を決定した。他方、すでに承認された川内原発審査書では、大規模の自然災

害による重大事故の対処と同じ扱いで、消火活動や格納容器破損の緩和、放射性物質放出

の低減などを行う方針としている。 
しかし、武装攻撃や破壊工作に対処するためには、米国などでは武装した警備員を配し

て、軍事レベルの対抗組織を備えている。そうでなければ有効でないが、そのような組織

を要する産業施設がわれわれの民主社会に望ましいかどうかを根本的に問い直す必要があ

る。加えて、重大事故時には現場作業員には高被ばく線量下における過酷な労働を求める

ことが予想される。現行の労働契約はそのような条件を想定していない。そして、改訂を

検討することなく問題を先送りしている。そもそも健康障害の恐れのある労働が不可避の
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産業施設の運転の可否を問わねばならない。 
 
 
５．防災・避難計画について 
 
 ・防災・避難計画の不備  
 原発の過酷事故を想定した防災計画・避難計画は、川内原発の周辺自治体でも整備が進

められているが、実現性が乏しく、極めて不十分なものと言わざるを得ない。さらに、大

地震・大津波、大雪、豪雨、台風、火山噴火などの自然災害と重なれば、避難すること自

体が危険であり命がけとなる。たとえば、大津波の遡上高さ想定が6mであるが、その高

さでは発電所周辺の道路が冠水して障害物が散乱し、通行不能になる。そのようなインフ

ラの実情に照らし合わせれば、物理的に有効な避難ができるか、極めて疑わしい。 
 さらに重大な問題は、要支援者などの災害弱者が取り残される危険性があることである。 
福島では、原発事故から３年以上経過した今も約13万人が自宅を離れ、仮住まいを余儀な

くされている。そのような状況を二度と起こさないための対策が示されていない。 
 原子力規制委員会設置法第３条は「原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の

保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保

を図ることを任務とする。」と規定しており、第１条の目的規定にも同様の条文がある。

法を整備し直して、原子力規制委員会が、防災・避難計画にも責任を負う体制にしなけれ

ばならない。 
 
・原発周辺自治体の権限と責任 

原発周辺自治体は、地方自治法第１条の２「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図る

ことを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの

とする」にあるように、住民の福祉の増進を図ることを使命とする。 
それをふまえて住民の安全を確保するために、原子力災害の防止や被害軽減のための行

政組織とその活動を、自治体として抜本的に強化する必要がある。さらに原発に関する意

思決定に際しては、住民意見を丁寧に聴取し、それを尊重することが肝要である。直接民

主主義的手法の活用も真剣に検討すべきである。その上で、九州電力に対して、川内原発

に係わる電力会社との原子力安全協定の整備・強化を要求すべきである。原子力安全協定

には、原子力施設の新増設、設計変更、運転、廃止措置等についての自治体の事前了解や、

自治体による原子力施設への立ち入り調査や、使用停止要請の条項を盛り込むべきである。 
 原子力市民委員会としては、｢脱原子力政策大綱｣(p.164、4-8節)でも、原発の稼働など

について、同意を求めるべき自治体の範囲を拡大するように提言してきた。そのような法

制度が整備されることなく、今まさに、川内原発に関する再稼働の手続が進められようと

している。周辺自治体においては、住民の安全を確保する立場から、原子力災害の防止や

被害軽減のための行政組織とその活動を強化するとともに、この機会に、今述べたような

原子力安全協定の締結と、それにもとづく継続的な協議を要請すべきである。 
 川内原発についての原子力安全協定は、1982年6月に、鹿児島県、薩摩川内市と九州電

力の間で締結されている。また、この県等との安全協定に、若干の格差をつけた協定が、
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福島原発事故後の2013年3月に、薩摩川内市に隣接するいちき串木野市、阿久根市と九州

電力との間で締結されているが、30km圏内の自治体は、万一の過酷事故の際には、直接

的な影響を被ることが確実であり、すでに原子力防災計画の策定を義務づけられているこ

とから、直接の立地自治体と同様の安全協定を締結するのが当然だといえる。また、原子

力安全協定においては、原子力施設の変更などに係わる事前了解及び、自治体による原発

施設への立入調査および必要な場合の使用停止要請等の条項を明記すべきであり、この機

会に協定内容の強化を含めて、九州電力側と交渉することを提言するものである。 
 

               以 上 
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別紙２ 川内原発の避難計画等の緊急時対応に関する原子力防災会議の「確認」について 
 
 
 内閣府の原子力防災会議は、2014年9月12日、避難計画などの緊急対応策が「具体的か

つ合理的」となっていることを確認・了承した。 
 以下、開示されている資料の範囲で、同「確認」「了承」についての疑問を列記する。 
 
１．そもそも原子力防災会議は、内閣総理大臣を議長とし、閣僚から構成される会議であ

り、実質的に避難計画の合理性や具体性を「確認」することができる組織ではない。

事務局である内閣府原子力災害対策担当室の報告を受け、それを了承したと考えられ

る。一方で、内閣府は避難計画の「支援」を行う立場であり、第三者的に確認を行う

立場ではない。 
２．判断基準が明らかでない。原子力災害対策指針や防災基本計画の「要求内容」との対

応状況を比較した文書が開示されているが、「具体性、合理性」を評価していない。

避難計画の該当する部分を抜き出し、概要を記述するにとどまっている。 
３．川内原発の避難計画に関しては、多くの批判がある。原子力市民委員会においても、

2014年7月9日付の「見解」の添付資料の中で、①避難の際、風向き・地形等の放射性

物質の拡散に関する考慮がなされていない、②避難先の想定が現実に即しておらず、

30km圏外にでればよいという設計となっている、③複合災害が考慮されていない、④

10km以遠の要援護者の施設の避難計画が策定されていない、⑤スクリーニング・除染

の場所が決まっていない、⑥住民の意見が踏まえられていない――等の問題点を指摘し

た。これらの点は、原子力市民委員会のみならず、地元の住民が説明会の際に指摘し

続けたことである。原子力防災会議はこれらの批判や指摘について、答えていないの

みならず、検討した形跡もない。 
４．前項３．で列記されているものに加え、①PAZの在宅の要援護者のうち、避難できな

い人はPAZ内５箇所にある一時退避所に「屋内退避」することとなっているが、これ

は要援護者や介護者の「置き去り」にもつながり、人道上問題である、②10km以遠の

要援護者の施設の避難先は確保されておらず、候補がリスト化されているだけである

が、これは、十分な避難先をあらかじめ決めておくとした内閣府原子力防災会議が策

定した「共通課題についての対応指針」（2013年10月）に反する、③「避難退域時検

査・除染については、原則として避難先となる市町に一ヵ所ずつ設置する救護所等で

実施」となっているが、これは、避難する車両や人により放射性物質を拡散させない

ために検査所を30km圏外の避難ルート沿いに設置するとした従来の方針に反する――
など、新たな疑問が生じる。 
 

以 上 
 


